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別表１ 

認証・監査手数料の額及び支払い期日・方法（10条～12条関係）  

 

 

Ⅰ．認証及び変更認証 手数料 
 
 １ 認証手数料 

  （１）基本額   生産者数が１でほ場数が５以下の場合  ２９，０８０円とする。 

  （２）加算額  生産者数が１を超える場合は、超過人数１毎に１，６００円を基本額に加算する。 

ほ場数が５を超える場合は、超過ほ場数１毎に７００円を基本額に加算する。 

 

  ２  変更認証手数料（対応表参照） 

（１）基本額    変更対象生産者数が１で、ほ場数が５以下の場合 １３，５８０円とする。 

実地調査を行わない書類審査のみの場合は ７，１２０円とする。 

ほ場以外の認証事項の変更についての変更調査については、基本額とする。 

次の場合は、変更手数料を免除できるものとする。 

・年次監査と同一日程で審査及び調査することが適当と判断した場合。 

・ほ場及び施設等の登録を廃止した場合。 

・生産行程管理者等の登録を廃止した場合。 

・生産行程管理規程等、規程類の変更または、改訂の場合。 

 

（２）加算額  変更対象生産者数が１を超える場合は、超過人数１毎に１，６００円を基本額に加算

する。 

変更対象ほ場数が５を超える場合は、超過ほ場数１毎に７００円を基本額に加算する。 

 

３ 支払い期日および支払い方法 

     申請者は認証申請書（認証変更申請書を含む）受理後に、手数料の請求があった日から 14日

以内に、請求金額を納入すること。 

      尚、請求日については、判定員の判定日とし、認証書の送付については、納入金額確認後、 

      送付することとする。 

 

Ⅱ．監査手数料 
 １ 監査手数料 

  （１）基本額  生産者数が１でほ場数が５以下の場合  １６，６８０円とする。 

（２）加算額   生産者数が１を超える場合は、超過人数１毎に１，６００円を基本額に加算する。 

ほ場数が５を超える場合は、超過ほ場数１毎に７００円を基本額に加算する。 

 

 ２ 支払い期日及び支払い方法 

       監査実施後、手数料の請求があった日から 14日以内に、請求金額を納入すること。 

      尚、請求日については、判定員の判定日とし、認証書の送付については、納入金額確認後、 

      送付することとする。 
 
Ⅲ．その他の費用 
    以下に示すものは費用を徴収しない。 

  １  鶴岡市が実施する生産行程管理者及び格付担当者に対する講習会費用 

  ２  認証書の再交付に関する費用 

  ３  実地調査及び監査、または緊急に実施する監査における再調査費用並びに無通告調査費用 

  ４  クレーム処理規程に規定する緊急監査費用並びに情報提供等に基づく緊急監査費用 

  ５  財務諸表等の閲覧に関する手数料 
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変更事項 対応表 

※変更対象とするのは農林水産省に報告している、生産行程管理者等･生産施設･生産ほ場とする 

  生産者 生産行程管理者等 生産施設 生産ほ場 

廃止 
確認項目なし 確認項目なし 確認項目なし 確認項目なし 

書類×実地× 書類×実地× 書類×実地× 書類×実地× 

追加 
確認項目なし 農業歴＆研修歴 施設チェックリスト事項 圃場チェックリスト事項 

書類×実地× 書類○実地× 書類○実地○ 書類○実地○ 

廃止&追加 
確認項目なし 農業歴＆研修歴 施設チェックリスト事項 圃場チェックリスト事項 

書類×実地× 書類○実地× 書類○実地○ 書類○実地○ 

 

 

 

 



市  長

副市長

総   務   部

企   画   部

市   民   部

健康福祉部

農林水産部

商工観光部

建   設   部

藤島庁舎

総務企画課
市民福祉課
産業建設課 エコタウン室

羽黒庁舎

櫛引庁舎

朝日庁舎

温海庁舎

荘内病院

消防本部･消防署

上下水道部

（会計管理者)

※　 ・・・登録認証機関部門

別表２

会計課

荘内看護専門学校



別表２－１

市   長 監査要請

    ・農林水産部長
    ・藤島庁舎支所長

認証可否執行        調査報告書     ・本所農政課長

（申請書）

（調査結果)

　
審議要請 結果報告

審議要請

 ○力量の評価

力量の評価

公平性委員会
認証業務に係る全ての業務
について公正・公平か審議

判定委員会 ○書類審査・実地調査 要請
申請書類・調査報告書に

     基づき審議する 検査員
する。

申請書・調査報告書・判定
    委員会審議内容を踏まえ
    認証の可否を決定する

（判定員は構成メンバー）   書類・実地調査を実施し
  報告書を作成し、市長へ

判定員

った場合、原因究明、水平
展開し、再発防止策を立

案
（検査員は構成メンバー）

品質ｼｽﾃﾑの確立、実施及び、品質ｼｽ
ﾃﾑ実施結果を経営管理者に報告、認
証業務に係る要員の力量評価、苦情及
び異議申し立てへの対応、認証活動・
要求事項開発、認証業務に対する適切
な資源提供(予算確保を除く)

業務について内部監査

判定委員会幹事会
不適合業務・クレーム等があ

申請受理・書類実地調査補
助・認証書交付等事務

申請者
藤島庁舎産業建設課エコタウン室 クレーム等対応要請

エコタウン室長 管理主体
エコタウン室(事務局)

   ＜結果通知＞ 認証業務に係る全ての

有機認証業務の権限・責任及び職務分担系統組織図

有機認証業務経営管理者 内部監査

運営方針の決定、認証の決定、財政監督、 内部監査担当者
契約上の取り決め、認証業務に対する適切な資源提供

判定書

検 査
報告書

改善案
作 成

結果

判定書

検 査
報告書

改善案
作 成

結果



 

 

別表３    

生産行程管理者認証申請者の権利及び義務(24 条関係）  

 

（権 利） 

１ 認証業務で知り得た申請者に関する私的情報は、秘密保持される。 

２ 認証申請者等は鶴岡市の業務に関し、以下の情報を閲覧できる。 

①ＪＡＳ法（政令、省令、告示、通達を含む）及び有機農産物の日本農林規格 

 ②鶴岡市の有機認証制度(特別栽培との違い)に係る業務規程及び認証の手順 

 ③認証申請者が支払うべき費用及び納入方法 

 ④認証申請者の権利及び義務 

⑤クレーム処理規程 

⑥直近の鶴岡市財政状況説明書及び収支予算・決算書 

⑦直近の事業報告書 

⑧その他申請者から求められた必要な情報 

３ 実地調査を行う検査員の指名に対して、異議申し立てをすることができる。 

４ 判定の結果、技術的基準に適合すると認められれば、認証書が交付される。 

５ 認証申請者は、鶴岡市の判定結果について疑義がある場合、不服申し立てができる。 

 

（義 務） 

１ 認証申請を行なう者は定められた認証手数料を支払う。 

２ 有機農産物の検査のために、必要な積み替え、運搬（送付も含む）、改装または梱包に

要する経費の負担。 

３ 申請にあたっては、次の事項が満たされていなければ受理されない。 

 ①鶴岡市の業務規程に従うこと。 

  ②書類審査及び実地調査に必要な準備を行ない、調査に協力すること。 

  ③認証を受けた後は、ＪＡＳマークの使用及び生産行程管理者であることの表明を適正

に行なうこと。 

  ④認証に関する要求事項を遵守し、認証される農産物の評価に必要な全ての情報を提供

すること。 

４ 生産行程管理者として認証される際に、求められる要件は次の通り。 

  ①認証事項を変更する場合は変更申請を行なうこと。 

  ②該当する農林物資の生産を中止または、当該事業を廃止したときは遅滞なく鶴岡市に

通知すること。 

  ③認証事項が認証の技術的基準に適合するように維持すること。また、その確認調査（監

査）に協力すること。 

  ④格付の表示に係る JAS法の規定を遵守すること。 

 ⑤農林水産大臣の行う格付の表示の改善命令に違反し、報告の請求を拒否し、虚偽の 
報告をし、若しくは物件の提出を拒否し、虚偽の物件の提出をし、または農林水産
大臣若しくは独立行政法人農林水産消費安全技術センターによる立入検査の拒否、妨
害若しくは忌避、若しくはこれらの規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚
偽の答弁をしないこと。 



 

 

  ⑥有機農産物の広告又は表示を行うときは、認証していない農産物について認証して

いると誤認させたり、認証審査を含めた業務内容について誤認されないようにする

こと。また、認証した有機農産物がＪＡＳ規格に適合していることを示す目的以外

の目的で行ってはならないこと。 

⑦鶴岡市が⑥の条件に違反すると認めて広告又は表示方法の改善又は中止を求めたと

きは、これに応じること。 

⑧⑥のほか、他人に認証、格付又はその表示に関する情報提供を行うに当たっては、認

証していない農産物について認証していると誤認させたり、認証審査を含めた業務内

容について誤認されないようにすること。 

⑨毎年６月末までに、前年度の格付実績及び認証に係るほ場の面積並びにその根拠とな

る生産行程管理記録等の文書を報告すること。 

⑩鶴岡市が、適切な格付業務の実施及び⑥又は⑧の条件の遵守の確認の必要があるとき

に、その報告を求め、又は認証に係るほ場、事務所等に立ち入り、必要な書類や物件

の検査に協力すること。 

⑪認証取消し又は格付業務の廃止、格付業務及び格付品の出荷停止を請求されたときは

認証に係る全ての宣伝・広告を中止し、認証書を返還または一時的に返還すること。 

⑫認証書の写しを取引先等に提供する場合は、複製である旨明記し、全てを複製するこ

と。 

⑬①～⑫の条件に著しい違反が確認され、鶴岡市が格付業務並びに格付品の出荷停止及

び認証取消しを請求した場合は、これに従うこと。従わない場合は、認証を取り消す

こと。 

⑭⑬の業務停止請求又は認証取消しの場合、氏名又は名称及び住所、農林物資の種類、

ほ場又は事業所の名称及び所在地、並びに処分請求又は取消年月日、その理由を鶴岡

市が公表すること。（業務停止の場合は、格付業務か出荷業務かの旨） 

⑮格付業務を廃止したときは、氏名又は名称及び住所、農林物資の種類、ほ場又は事業

所の名称及び所在地、その年月日、認証番号を鶴岡市が公表すること。 

  ⑯格付品に関連しては、全責任を負うものとし、持ち込まれた苦情に対して適切な措置

をとるとともに、その記録を鶴岡市の求めに応じて利用させること。 

  ⑰継続して生産行程管理者認証を受けたい生産者は、毎年度末までに、次年度の年次監

査申請書を、ほ場別生産計画書並び外部購入資材台帳等を添えて、鶴岡市に提出する

こと。新たな資材を使用する場合は、使用前に鶴岡市に照会すること。 

５ 認証生産行程管理者の生産管理及び、格付担当者に対する講習会に毎年度出席すること。 

６ 認証及び認証事項の変更があったときは、以下の事項を事務所（鶴岡市）において公衆

の閲覧に供するほか、インターネット等で公表することに同意すること。 

 ①認証を受けた者の氏名又は名称及び所在地 

 ②認証に係る農林物資の種類 

  ③製造業者等の別 

 ④認証に係るほ場又は事業所の名称及び所在地 

⑤認証の年月日 

⑥認証番号 


